
泉南市公用車広告掲載募集要項 

 

市では、新たな自主財源確保と地域経済（地元企業等）の活性化を図るために、公用車を

活用し、民間企業等の広告を有料で掲載します。 

 

１ 申込資格  

 次の要件をすべて満たすこと 

（１）大阪府内に事業所、事務所又は店舗等を有する個人事業主・法人又は商店街、市場及 

び専門店等の連合会等の団体 

（２）市外業者においては国税、市内業者においては市税の滞納がないこと 

（３）本市の入札に関して参加停止等の措置を受けていないこと 

（４）本契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ないものに該当しないこと 

（５）泉南市暴力団排除条例（平成25年泉南市条例第18号）第２条第１号、第２号及び第３

号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと 

（６）その他泉南市広告掲載要綱、泉南市広告掲載基準及び泉南市公用車広告掲載に関する

要領に記載の応募資格を満たしていること 

  ※ この募集は、市が直接広告主を募集するため、広告代理店は応募できません。 

 

２ 掲載対象となる公用車 

  募集台数 １０台  

 

  詳細は、泉南市ウェブサイト「市の公用車に掲載する有料広告を募集します」 

をご確認ください。 

https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/soumu/somuka/soumukakari/1555484925759.html 

 

※ 車両は、主に泉南市内を走行します。 

※ 掲載の走行距離は目安であり、保証するものではありません。 

※ 車両は利用時以外、市の公用車管理駐車場に駐車します。 

※ 広告掲載車両の指定はできません。 

※ 車検、買替え、修理等により、一時的に他の車両を使用していただく場合があります。 

※ 行先等により職務上適当でないと本市が判断したときは、一時的に広告を取り外す

場合があります。 

 

３ 募集内容 

掲載場所 掲載枚数 
広告の大きさ(最大) 広告掲載料１台あたり 

(月額・消費税込み) 縦(cm) 横(cm) 

左右後部側面ドア 計 ２枚 30 50 3,000円／月 



 

４ 広告の掲載方法等 

（１） 広告の内容を表示したマグネットシートを車体に貼り付けます。 

（２） マグネットシートの厚さは、0.5mm以上、1.0mm以下とし、車体から、はがれにくい

ものとしてください。 

（３）広告に広告と表示してください。当該文字サイズは、縦５cm横８cm以上としてく 

ださい。 

※広告の掲載及び撤去作業は、広告主の責任で行い、作成費等は広告主の負担となりま

す。 

※ 広告の掲載箇所等については、泉南市ウェブサイト同記事内「広告の掲載方法  

イメージ図」をご確認ください。 

 

５ 広告掲載期間  

許可日の属する年度の末日までを限度とし、１ケ月単位で申し込むことができます。  

※更新による延長は可能ですが、再度書類での申し込みが必要です。 

 

６ 申込受付 

  毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時３０分まで（ただし、土・日曜日 

国民の祝休日、年末年始を除く。） 

募集台数に達するまで、先着順にて随時申込を受付します。 

 

７ 申込方法  

公用車広告掲載申込書に記入のうえ、必要書類を添付し、郵送又は持参のいずれかの方

法により提出してください。（郵送の場合、書留扱いとし、「公用車広告掲載申込」と記

載してください。） 

申込みに際しては、必ず「泉南市広告掲載要綱」及び「泉南市公用車広告掲載に関する

要領」をご確認ください。  

 

(１) 提出書類  

① 泉南市公用車広告掲載申込書 【様式第１号】 

② 誓約書 

  個人事業主：誓約書（個人用） 

  法人又は団体：誓約書（法人・団体用） 

③ 事業所の概要がわかる書類（パンフレット等） 

④ 住民票又は登記事項証明書（本市の登録業者は提出不要） 

個人：住民票の写し 

法人：履歴事項証明書（全部）又は商業登記簿謄本 

団体：規約、参加企業、店舗等一覧表の写し 



 

⑤ 納税証明書（直近年の完納証明書、本市の登録業者は提出不要） 

市内業者：泉南市税の完納（未納税金がないこと）を証明する書類 

市外業者：個人  国税の納税証明書その３の２ 

法人  国税の納税証明書その３の３  

⑥ 広告の原稿案（２部提出） 

※ 広告については、すべて同一内容としてください。 

※ Ａ４ サイズ用紙に縮小してカラーで作成してください。また、広告のサイズも 

記入してください。（最大で縦30㎝×横50㎝とします） 

（注意事項） 

※ 各証明書は、発行後３か月以内のものを添付してください。（コピー不可） 

  ※申込み、広告の作成等に伴い発生する一切の費用は、広告主の負担となります。 

 

(２)提出先 

○郵送の場合 

〒590－0592  大阪府泉南市樽井一丁目１番１号 

  泉南市 総務部 総務課 

   ○持参の場合  

受付時間内（午前９時から午後５時３０分まで）に下記まで提出してください。 

泉南市 総務部 総務課（本館２階） 

 

８ 広告主の決定、結果通知等 

審査の結果、その広告内容が適切であると認められる方を広告主に決定します。 

結果については、書面によりすべての申込者に通知します。 

広告の内容が適切であると判断した申込数が募集車両台数を超えた場合は、抽選により

広告主を決定します。 

 

９ 広告物の修復 

天災その他の不可抗力による広告物のき損及び第三者による広告物のき損、盗難及び滅

失等については、市はその責を負いません。 

この場合において、広告掲載者は再度、広告物を作成し、掲載するものとします。ただ 

し、市の責に帰すべきことが明らかな場合は、この限りでありません。 

広告物の経年劣化による損傷等については、市はその費用を負担しないものとします。 

広告掲載中に何らかの支障が生じたときは、市と広告掲載者が協議のうえ、解決するも

のとします。 


